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鳥栖北小ホームページ掲載資料※１ 

・令和6年度事業経過報告 

・鳥栖市立鳥栖北小学校PTA規約（改正案） 

・鳥栖市立鳥栖北小学校PTA規約（参考：見え消し※２） 

・鳥栖市立鳥栖北小学校PTA 個人情報取扱規則 

・鳥栖市立鳥栖北小学校PTA表彰、慶弔、旅費及び日当に関する規定 

・鳥栖北小ＰＴＡと地区ＰＴＡとの相関図（参考） 

・令和7年度活動方針 

・令和7年度事業計画 

・令和7年度予算 

※１ 上記資料につきましては、鳥栖北小ホームページ（https://www.education.saga.jp/hp/tosukita-e/）にてご

確認いただきますようお願い申し上げます。 



令和 6 年度 PTA 事業経過報告 
 

1 ⿃栖北⼩ PTA 事業 
（１）委員会活動 

＊広報委員会 
・北⼩ PTA 広報誌「すまいる倶楽部」の発⾏ 
４⽉ 1 年⽣特別号 ７⽉先⽣紹介号 11 ⽉運動会号 ３⽉ 6 年⽣寄書号 

 
  ・運動会の⽚付け協⼒ 
 
 ＊⺟親委員会 
  ・運動会の⽚付け協⼒ 
  ・11 ⽉ 16 ⽇(⼟)「はは‼おや⁉オリンピック」参加 
  ・7 ⽉「夏休み料理教室」開催 
  ・３⽉ 校納⾦監査 
  ・「はは！おや？新聞」作成・発⾏ 
 

＊⽣活安全委員会（地区と連携） 
   ・「⼦ども 110 番の家」協⼒依頼 
   ・「花いっぱい運動」の実施 
   ・交通安全指導員の表彰事務 
   ・通学路点検の実施 
 
  ＊執⾏部会 

4/15 5/16 6/21 8/26 9/24 11/7 12/12 1/25 2/13 
    

・学校備品購⼊の検討（⽣徒⽤名札・給⾷台等） 
・マナーアップポスター⼊選作品審査 
・愛校デー実施 

   ・PTA 主催事業（北⼩逃⾛中）開催  
・まちづくり推進委員会との協賛⾏事（地域交流ものづくり体験）開催 

   ・次年度執⾏部の選考、学年役員の選考 等を協議 
 
  ＊企画委員会 

 4/22 5/2７   7/1   9/2  10/7   1/20   2/17 
   ・学校備品購⼊ ・運動会 ・PTA 主催事業 等を協議 
   ・各報告事項 
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 （２）各種事業    

5 ⽉ 10 ⽇ 総会（書⾯開催） 
7 ⽉ 23 ⽇ 夏休み料理教室 
9 ⽉ 28 ⽇ 愛校デー 

10 ⽉ 20 ⽇ 運動会マナーアップポスター掲⽰・表彰 
運動会開催（⽚付け協⼒） 

11 ⽉ 6 ⽇ 花いっぱい運動 
11 ⽉ 16 ⽇ はは‼おや⁉オリンピック 

12 ⽉ 7 ⽇ 地域交流ものづくり体験（餅つき、豚汁の振る舞い、凧づくり） 
3 ⽉ 9 ⽇ 北⼩逃⾛中 

３⽉ 会計監査 
 
2 ⿃栖地区 PTA 事業 

 
（1）⿃栖地区 PTA 運営委員会 

5/15 6/12 7/24 9/25 10/23 1/15 3/22 
 
（2）⿃栖地区 PTA ⺟親委員会 

5/10 6/7 8/2 9/13 11/22 2/23 
 
（3）各種事業 

5 ⽉ 26 ⽇ ⿃栖地区⼩中学校 PTA 連合会定期総会 
6 ⽉ 1 ⽇ 地区⼀⻫ノーテレビ・ノーゲームデー 
7 ⽉ 6 ⽇ ⿃栖地区 PTA 役員研修会 
8 ⽉２⽇ 教育懇談会 

11 ⽉ 16 ⽇ はは‼おや⁉オリンピック 
1 ⽉ 25 ⽇ ⿃栖地区 PTA 研究⼤会 

2 ⽉ 1 ⽇ 地区⼀⻫ノーテレビ・ノーゲームデー 
 
 

 
 
3 県 PTA 等事業 

6 ⽉３⽇〜7 ⽇ 県下⼀⻫安全指導 
6 ⽉ 1 ⽇ 佐賀県 PTA 定期総会 
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7 ⽉ 6 ⽇ ⿃栖地区 PTA 役員研修会 
9 ⽉ 2 ⽇〜6 ⽇ 県下⼀⻫安全指導 

10 ⽉ 26 ⽇・27 ⽇ 第 69回 PTA九州ブロック研究⼤会 ⻑崎⼤会 
11 ⽉ 1 ⽇ 県下⼀⻫家族でホッとタイム（ノーTV・ノーゲームデー） 
1 ⽉ 18 ⽇ 市郡連リーダー研修会 

 
４ その他 

 
5 ⽉ 

⿃栖北地区まちづくり推進協議会総会 
⿃栖北地区交通安全対策協議会役員会 
⿃栖北地区スポーツ協会理事会 

 
７⽉ 

 

学校保健安全委員会 
通学路点検 
ペットボトルキャップアート（市制 70周年記念事業） 

9 ⽉ ⿃栖北地区防災講習会 
年 3回開催 ⿃栖北地区まちづくり推進協議会 
年 3回開催 学校運営協議会（4・11・2 ⽉） 
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議案第１号 

鳥栖市立鳥栖北小学校ＰＴＡ規約（案） 
 
 

第１章  総  則 

 
  第１条 本会は、鳥栖北小学校ＰＴＡと称し、本部を鳥栖北小に置く。 
 
  第２条 本会は、家庭・学校・地域が連携を図り、子どもたちの健全な育成を図ることを

目的とする。 
 
  第３条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
    １ 会員研修、会員交流に関する事項 
    ２ 児童の生活指導に関する事項 
    ３ 学校施設の整備、美化に関する事項 
    ４ 児童の交通安全、校区内の安全確保に関する事項 
    ５ 広報活動に関する事項 
    ６ 児童の健全育成に関する事項 
     
 

第２章  会  員 

 
  第４条 会員は、活動に賛同する児童の保護者及び教職員とする。 
 
  第５条 本会への加入及び脱退は、入学、卒業、転出入と同時に行われる。 
 

第３章  機  関 

 
  第６条 本会に、次の機関を置く。 
    ○ 総会     ○ 企画委員会  ○ 執行部会  ○ 専門委員会  
    ○ 学年会    ○ 町区ＰＴＡ  ○ 監査会 
 
 第１節  総  会  
 
  第７条 総会は全会員をもって構成される最高の意思決定機関であり、通常総会は毎年１

回開催し、臨時総会は企画委員会が必要と認めたとき、もしくは会員の５分の１

以上の要求があったときに開催する。 
 
  第８条 総会審議は書面（電磁的記録を含む。）によるものとする。但し、会員の出席が

必要と企画委員会が認めたときは集会形式とし、その場合の議長は会員の中から

選出する。 
 
  第９条 次の事項は総会の決議または承認を得なければならない。 
       １ 予算、決算 
    ２ 活動方針 
    ３ 規約の制定、改廃 
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       ４ 企画委員及び監査委員の選任 
 
  第10条 総会は会員の２分の１以上（決議書の提出又は委任状を含む。）の出席により成

立し、その決議は決議書の提出者又は出席者の過半数をもって成立する。  
 
 第２節  企画委員会 
 
  第11条 企画委員会は、会長、副会長、各町区PTA代表者、教職員代表者、その他会長が

必要と認めた者で構成し、必要に応じて開催する。 
 
  第12条 企画委員会は会長が招集し、議長は構成員の中から選出する。 
 
  第13条 企画委員会は第３条に規定する事業、その他諸般の企画運営に当たる。 
 
 第３節  執行部会 
 
  第14条 執行部会は、会長、副会長、その他会長が必要と認めた者で構成し、必要に応じ

て開催する。 
 
  第15条 執行部会は会長が招集し、議長は構成員の中から選出する。 
 
  第16条 執行部会は第３条に規定する事業、その他諸般の企画運営に当たる。 
 
第４節  専門委員会 

 
  第17条 本会には次の専門委員会を置く。 
    １ 生活安全委員会    ２ 広報委員会     ３ 母親委員会 
 
  第18条 専門委員会は各専門委員長が招集し、議長は構成員の中から選出する。 
 
  第19条 各専門委員会は、次の事業を分掌する。 
    １ 生活安全委員会    第３条の２、第３条の４ 

２ 広報委員会      第３条の５ 
３ 母親委員会      第３条の６ 
 

 第５節  学年会 
 
  第20条 学年会は各学年毎に学年委員をもって構成し、当該学年に関する事項の諸般の企

画運営に当たる。 
 
  第21条 学年会は当該構成員が招集し、議長は構成員の中から選出する。  
 
  
第６節  町区ＰＴＡ 

 
  第22条 町区ＰＴＡは各町区毎に組織し、当該町区の保護者を会員とする。 
 
  第23条 町区ＰＴＡと鳥栖北小学校ＰＴＡは、互いに連携を図りながら活動を推進する 

ものとする。 
 
第７節  監査会 
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  第24条 監査会は監査委員を２名置き、会計を監査する。 
 
  第25条 監査委員は年１回以上会計に関する帳簿を検査し、総会において監査結果を報告

しなければならない。  
 

第４章  役 職 員 

 
  第26条 本会は次のとおり役職員を置く。 
    ○ 会長（１名）  ○ 副会長（若干名） 
 
  第27条 会長は、本会を代表する。 
    1 会長の任期は最長３年とする。 
 
  第28条 副会長は次の職務を行う。 
       1 生活安全委員長、広報委員長、母親委員長、書記、会計事務の職務を兼任する。 
    2 会長に事故あるときはその職務を代行する。 
 

第５章  会  計 

 
  第29条 本会は会費、入会金、寄付金その他の収入をもって充てる。但し、臨時総会にお

いて会員の５分の４以上の多数により必要と認めたときは臨時に会費を徴収す

ることができる。  
         １ 会 費   保護者については１世帯当たり  年額 ４，２００円 
              教職員については１人当たり   年額 ４，２００円 
 
  第30条 会員の中で特別の事情のある者については、企画委員会で協議のうえ、会費の全

部または一部を免除することができる。 
 
  第31条 本会の会計年度は４月１日から翌年の３月３１日迄の１年間とする。 
 
  第32条 その他、会計に関する事項は別に定める規定による。 

  

 第６章  役員選出                           

  第33条   
１ 10月吉日に次年度執行部、学年委員の立候補者を募り選出する。 

      ２ 立候補者が定数に満たない場合 
        ◯執行部 
          新6年生の中で役員未経験者の中から執行部協議の上相談にて決定する。 
        ◯学年委員 
          各学年の役員未経験者の中から各学年8名を執行部協議の上相談にて 

決定する。 
 

第７章  個人情報取扱規則 

 
  第34条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、 

管理については「鳥栖市立鳥栖北小学校ＰＴＡ 個人情報取扱規則」に定め 
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適正に運用するものとする。 
 
 
【 附 則 】 
昭和３２年４月１日付けをもって施行された鳥栖市立鳥栖北小学校ＰＴＡ規約は、     

平成１４年１１月２５日臨時総会において上記のとおり全面改正され、平成１５年４月１日 

より施行する。 
平成２２年５月７日総会において第３章と第４章の一部が改定され、即日施行する。 
平成２３年５月６日総会において第３章と第４章の一部が改定され、即日施行する。 
令和２年５月２９日総会において第５章３４条２項が削除され、即日施行する。 
令和３年５月１４日総会において、第６章 役員選出 第３８条を追記し、即日施行する。 
令和４年５月１３日総会において、上記のとおり運営委員会が削除され、第３章及び第５章の

一部が改定され、即日施行する。 
令和５年５月１２日総会において、上記のとおり三役会が執行部会と名称変更され、第３章及

び第６章の一部が改定され即日施行する。 
令和６年５月１０日総会において、第４章２７条に１を追記、第６章３３条２の一部が改定さ

れ、即日施行する。 
令和7年5月9日総会において、第２章4条に一部改訂、第７章34条個人情報取扱規則を追記し、

即日施行する。 
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議案第１号 

鳥栖市立鳥栖北小学校ＰＴＡ規約 
 
 

第１章  総  則 

 
  第１条 本会は、鳥栖北小学校ＰＴＡと称し、本部を鳥栖北小に置く。 
 
  第２条 本会は、家庭・学校・地域が連携を図り、子どもたちの健全な育成を図ることを

目的とする。 
 
  第３条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
    １ 会員研修、会員交流に関する事項 
    ２ 児童の生活指導に関する事項 
    ３ 学校施設の整備、美化に関する事項 
    ４ 児童の交通安全、校区内の安全確保に関する事項 
    ５ 広報活動に関する事項 
    ６ 児童の健全育成に関する事項 
     
 

第２章  会  員 

 
  第４条 会員は、活動に賛同する児童の保護者及び教職員とする。 
 
  第５条 本会への加入及び脱退は、入学、卒業、転出入と同時に行われる。 
 

第３章  機  関 

 
  第６条 本会に、次の機関を置く。 
    ○ 総会     ○ 企画委員会  ○ 執行部会  ○ 専門委員会  
    ○ 学年会    ○ 町区ＰＴＡ  ○ 監査会 
 
 第１節  総  会  
 
  第７条 総会は全会員をもって構成される最高の意思決定機関であり、通常総会は毎年１

回開催し、臨時総会は企画委員会が必要と認めたとき、もしくは会員の５分の１

以上の要求があったときに開催する。 
 
  第８条 総会審議は書面（電磁的記録を含む。）によるものとする。但し、会員の出席が

必要と企画委員会が認めたときは集会形式とし、その場合の議長は会員の中から

選出する。 
 
  第９条 次の事項は総会の決議または承認を得なければならない。 
       １ 予算、決算 
    ２ 活動方針 
    ３ 規約の制定、改廃 
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       ４ 企画委員及び監査委員の選任 
 
  第10条 総会は会員の２分の１以上（決議書の提出又は委任状を含む。）の出席により成

立し、その決議は決議書の提出者又は出席者の過半数をもって成立する。  
 
 第２節  企画委員会 
 
  第11条 企画委員会は、会長、副会長、各町区PTA代表者、教職員代表者、その他会長が

必要と認めた者で構成し、必要に応じて開催する。 
 
  第12条 企画委員会は会長が招集し、議長は構成員の中から選出する。 
 
  第13条 企画委員会は第３条に規定する事業、その他諸般の企画運営に当たる。 
 
 第３節  執行部会 
 
  第14条 執行部会は、会長、副会長、その他会長が必要と認めた者で構成し、必要に応じ

て開催する。 
 
  第15条 執行部会は会長が招集し、議長は構成員の中から選出する。 
 
  第16条 執行部会は第３条に規定する事業、その他諸般の企画運営に当たる。 
 
第４節  専門委員会 

 
  第17条 本会には次の専門委員会を置く。 
    １ 生活安全委員会    ２ 広報委員会     ３ 母親委員会 
 
  第18条 専門委員会は各専門委員長が招集し、議長は構成員の中から選出する。 
 
  第19条 各専門委員会は、次の事業を分掌する。 
    １ 生活安全委員会    第３条の２、第３条の４ 

２ 広報委員会      第３条の５ 
３ 母親委員会      第３条の６ 
 

 第５節  学年会 
 
  第20条 学年会は各学年毎に学年委員をもって構成し、当該学年に関する事項の諸般の企

画運営に当たる。 
 
  第21条 学年会は当該構成員が招集し、議長は構成員の中から選出する。  
 
  
第６節  町区ＰＴＡ 

 
  第22条 町区ＰＴＡは各町区毎に組織し、当該町区の保護者を会員とする。 
 
  第23条 町区ＰＴＡと鳥栖北小学校ＰＴＡは、互いに連携を図りながら活動を推進する 

ものとする。 
 
第７節  監査会 
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  第24条 監査会は監査委員を２名置き、会計を監査する。 
 
  第25条 監査委員は年１回以上会計に関する帳簿を検査し、総会において監査結果を報告

しなければならない。  
 

第４章  役 職 員 

 
  第26条 本会は次のとおり役職員を置く。 
    ○ 会長（１名）  ○ 副会長（若干名） 
 
  第27条 会長は、本会を代表する。 
    1 会長の任期は最長３年とする。 
 
  第28条 副会長は次の職務を行う。 
       1 生活安全委員長、広報委員長、母親委員長、書記、会計事務の職務を兼任する。 
    2 会長に事故あるときはその職務を代行する。 
 

第５章  会  計 

 
  第29条 本会は会費、入会金、寄付金その他の収入をもって充てる。但し、臨時総会にお

いて会員の５分の４以上の多数により必要と認めたときは臨時に会費を徴収す

ることができる。  
         １ 会 費   保護者については１世帯当たり  年額 ４，２００円 
              教職員については１人当たり   年額 ４，２００円 
 
  第30条 会員の中で特別の事情のある者については、企画委員会で協議のうえ、会費の全

部または一部を免除することができる。 
 
  第31条 本会の会計年度は４月１日から翌年の３月３１日迄の１年間とする。 
 
  第32条 その他、会計に関する事項は別に定める規定による。 

  

 第６章  役員選出                           

  第33条   
１ 10月吉日に次年度執行部、学年委員の立候補者を募り選出する。 

      ２ 立候補者が定数に満たない場合 
        ◯執行部 
          新6年生の中で役員未経験者の中から執行部協議の上相談にて決定する。 
        ◯学年委員 
          各学年の役員未経験者の中から各学年8名を執行部協議の上相談にて 

決定する。 
 

第７章  個人情報取扱規則 

 
  第34条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、 

管理については「鳥栖市立鳥栖北小学校ＰＴＡ 個人情報取扱規則」に定め 
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適正に運用するものとする。 
 
 
【 附 則 】 
昭和３２年４月１日付けをもって施行された鳥栖市立鳥栖北小学校ＰＴＡ規約は、     

平成１４年１１月２５日臨時総会において上記のとおり全面改正され、平成１５年４月１日 

より施行する。 
平成２２年５月７日総会において第３章と第４章の一部が改定され、即日施行する。 
平成２３年５月６日総会において第３章と第４章の一部が改定され、即日施行する。 
令和２年５月２９日総会において第５章３４条２項が削除され、即日施行する。 
令和３年５月１４日総会において、第６章 役員選出 第３８条を追記し、即日施行する。 
令和４年５月１３日総会において、上記のとおり運営委員会が削除され、第３章及び第５章の

一部が改定され、即日施行する。 
令和５年５月１２日総会において、上記のとおり三役会が執行部会と名称変更され、第３章及

び第６章の一部が改定され即日施行する。 
令和６年５月１０日総会において、第４章２７条に１を追記、第６章３３条２の一部が改定さ

れ、即日施行する。 
令和7年5月9日総会において、第２章4条に一部改訂、第７章34条個人情報取扱規則を追記し、

即日施行する。 
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議案 第 2 号 
 

鳥栖市立鳥栖北小学校 PTA 個人情報取扱規則 
 
(目的)    
第１条 鳥栖市立鳥栖北小学校（以下、本会）が保有する個人情報の適正な取り扱いと活動の円滑な運 

営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、PTA 役員名簿・会員名簿・行事な

どの記録や写真及びその他の個人情報データベースの取扱いについて定めるものとする。  
   
(責務)    
第２条 本会は個人情報保護に関する法令を遵守すると共に、ＰＴＡ活動において個人情報の保護に 

努めるものとする。  
   
(管理者・取扱者)    
第３条 本会における個人情報データベースの管理者は会長とし、 取扱者は、役員・各委員会委員長 

とする。 
     
(秘密保持義務)   
第４条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知りうることができた個人情報をみだりに 
    他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。  
   
(利用目的並びに収集方法)    
第５条 次の目的に沿った利用とし、収集方法はアンケート用紙又は専用メールにて、あらかじめ 

個人情報の収集目的を開示し本人に明示する。  
（1）役員、委員会の名簿の作成 
（2）行事企画の際の参加名簿の作成 
（3）活動報告等の広報への記載 
（4）その他の文書の送付 

  
(周知)   
第６条 個人情報取り扱いの方法は、総会資料で会員に周知する。  
     
(利用目的による制限)    
第７条 本会はあらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に   
    必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。  
 
(管理)    
第８条 個人情報の管理又は取扱者が保管するものとし、適正に管理する。 

また、不要となった個人情報は適正かつ速やかに廃棄するものとする。 
  

(廃棄方法)    
第９条 個人情報の廃棄に際しては、紙媒体はクロスカット方式のシュレッダー等により裁断、 
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電子データは復元不可能な方法（データ消去専用ソフトの使用、データ上書き消去、 

媒体の物理破壊等）により削除する。クラウド上のデータについても、共有リンクの削除、 

完全削除を行うものとする。 

 
(第三者提供の制限)    
第１０条 第三者への提供は本人同意の基に、法令に準じた対応を行うものとする。また個人情報の 

取り扱いに関して本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められた場合は 

法令に沿ってこれに応じる。  

        
(改正)    
第１１条 法令の改正または実務上の不備が発生した場合は、役員会において審議し承認をもって   
     改定することができる。なお、本規則を改定した場合は、第 6 条に定める周知方法をもって 

会員へ周知するものとする。  
 
 
 附則 本規則は、令和７年 5月 9日より施行する。 
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議案第3号 

    鳥栖市立鳥栖北小学校ＰＴＡ表彰、 

    慶弔、旅費及び日当に関する規定 

 
１ 表彰規定 
 
（１） 表彰に値すると認めた場合は、企画委員会に諮り表彰する。ただし、総会において 表

彰理由を説明しなければならない。 
（２） 交通安全指導員    ５年毎に表彰する。 
（３） 執行部会       在任２年以上者に表彰する。 
 
２ 慶弔規定 
 
（１） 教職員の婚姻に際しては、企画委員会に諮り記念品を贈る。 
（２） 教職員の死亡の場合    香典料  １０，０００円を供する。  
（３） 児童の死亡の場合     香典料  １０，０００円を供する。 
（４） 保護者死亡の場合     香典料  １０，０００円を供する。 
（５） 教職員及び保護者が、学校行事またはこれらに準ずる行事において、加療を要する 

傷病を受けた場合は、企画委員会で協議の上見舞いをする。 
（６） 上記以外の災害等で必要と思われる場合は、企画委員会で協議し決定する。 
 
３ 旅費規定 
 
  本会の会員が、会長の命を受けて出張その他諸会合に出席する場合は、次により、旅費 

を支給する。 
 
（１） 交通費    
     ① 公共の交通機関使用の場合は実費交通費を支給する。 
     ② 自家用車使用の場合は運転者に次の額を支給する 
            ・ 三養基郡内及び神埼郡内  （７００円） 
            ・  佐賀市内及び佐賀郡内 （１，０００円）  
      ・ その他の地域（企画委員会で協議して決める） 
     ③ 自家用車使用の場合において、高速道路使用が適当と思われる場合は高速道路

料金を支給する。 
（２） その他必要と認めるときは執行部会で協議し旅費を支給する。    
 
４ 日当規定 
 
  本会の会員が、会長の命を受けて出張その他諸会合に出席する場合は、次により、日当 

を支給する。 
 
     ① ４時間以上で、主催者より食事等供されない場合は１，０００円を支給する。 
     ② ４時間以上で、主催者より食事等供される場合は５００円を支給する。 
          ③ ４時間未満で、主催者より食事等供されない場合は５００円を支給する。 
     ④ 必要に応じて執行部会で協議し、上限を２，０００円として支給する。  
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生活安全委員６名
（各町区から１名以上）

中央区ＰＴＡ代表者

本町ＰＴＡ代表者

宿町ＰＴＡ代表者

本鳥栖町ＰＴＡ代表者

布津原町ＰＴＡ代表者

 監査委員 ２名 おやじバッ会

鳥栖北地区まちづくり推進委員会

全教職員

【学年委員：各学年８名　合計48名】

ＰＴＡ副会長・補佐

ＰＴＡ副会長・広報委員長

Ｐ

Ｔ

Ａ

会

長

執
行
部
会

令和6年度 鳥栖北小ＰＴＡと地区ＰＴＡとの相関図(参考)※並び順不同

ＰＴＡ副会長・会長代理

ＰＴＡ副会長・母親委員長（校内）

ＰＴＡ副会長・母親委員長（校外）

ＰＴＡ副会長・書記

ＰＴＡ副会長・地区役員総括委員長

ＰＴＡ副会長・生活安全委員長

企
画
委
員
会

校長・教頭・主幹

ＰＴＡ副会長・会計

広報委員

母親委員
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議案  第 5 号  

令和 7 年度  活動方針（案）  
 
 

基本方針  
 

 私たち鳥栖北小学校ＰＴＡは、『家庭』『学校』『地域』

が連携し、子どもたちの健全な成長と安全を図ることを  
目的とする。  
 
 
 

活動目標  
 

 
子どもたちのために、教育環境の改善と充実、施設の美

化に努める。  
  
 

子どもたちとともに、保護者と地域とのふれあい体験

活動を展開する。  
 
 

子どもたちと会員のために、研修活動に励むとともに

交流を深め、基本的生活習慣の育成に努める。  
 
 
子どもたちのために、保護者と教職員が地域と連携し、

安全活動に努め交流を深める。  
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議案 第 6 号 

令和 7年度事業計画（案） 
 【鳥栖北小ＰＴＡ】 

４月  広報誌「すまいる倶楽部」発行  

「すまいる倶楽部」…各学年の行事や日常の風景、先生方の紹介などを掲載する広報誌 

５月  ＰＴＡ総会（書面開催） 

６月  教育講演会（日曜参観） 

７月  夏休み親子健康料理教室 

     広報誌「すまいる倶楽部」発行 
     鳥栖祇園山笠 （水掛の参加予定） 

８月  運動会マナーアップポスター募集 

９月  愛校デー（運動場草取り） 

１０月  鳥栖北小学校運動会 

１１月  はは!!おや!?オリンピック 
     花いっぱい運動 …地域の方々へ感謝の気持ちを込めて子どもたちが寄せ植えした花々を贈る行事 
１２月  広報誌「すまいる倶楽部」発行 

１月  地域交流ものつくり体験 
2 月   講演会（科学ショーなど） 
３月  広報誌「すまいる倶楽部」発行／卒業記念品贈呈／会計監査 

 
【おやじバッ会活動（PTA 後援）】 
     ・学校デイキャンプ  ・親子ふれあいキャンプ  ・門松、しめ縄づくり 
     ・逃走中  ・イルミネーション 
 
【九州 PTA】 
１０月  日本 PTA 九州ブロック研究大会（福岡市大会） 
 
【佐賀県 PTA】 

６月  県 P 総会 
１１月  県下一斉ノーテレビデー 
 
【地区 PTA】 

５月  地区 P 総会 
６月  地区一斉ノーテレビデー 

     地区 P 合同研修会 
８月  教育懇談会 
１月  市郡連リーダー研修会 
２月  地区一斉ノーテレビデー 

     地区 P 研究大会 
 
【鳥栖北地区】 
     鳥栖北地区交対協研修会 （開催月未定）  

※開催月は変更になる場合があります 
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議案第　7　号

【収入の部】 　 　 ←※学校側にて決定

本年度予算額 前年度予算額 決算 増　　　減 備　　　　　　　　　　　考

1,162,482 1,303,915 1,303,915 -141,433 令和6年度からの繰越金

2,520,000 2,562,000 2,577,050 -42,000 ３５０円×１２月×会員数　600名（教職員を含む）　　　

0 0 0 0

100 100 3,727 0 預金利息等

3,682,582 3,866,015 3,884,692 -183,433 

【支出の部】

本年度予算額 前年度予算額 前年度決算額 前年度増減 備　　　　　　　　　　　考

720,000 720,000 620,393 0

　　本部運営費 100,000 100,000 102,082 0 事務用品等

　　役員旅費 100,000 100,000 30,180 0 九Ｐ・地区Ｐ・各種会員等旅費

　　慶弔費 70,000 70,000 55,104 0 記念品代、香典料

　　負担金 450,000 450,000 433,027 0 県Ｐ負担金、地区Ｐ負担金、県Ｐ安全会費

1,576,000 1,576,000 1,235,779 0

　　会員研修費 100,000 100,000 32,520 0 県Ｐ研修会補助、会員研修費用等

　　学年費 96,000 96,000 92,428 0 学年活動費（16,000円×6学年）　

　　行事費 350,000 350,000 227,879 0 ＰＴＡ活動費（地域ふれあい）・おやじバッ会活動費（門松・〆縄等）など

　　母親委員会費 80,000 80,000 66,770 0 ははおやオリンピック等　

生活安全委員会費 150,000 150,000 120,194 0 PTA用保護者名札代、花いっぱい運動活動代

　　広報委員会費 500,000 500,000 430,980 0 広報誌制作費等　

　　児童奨励費 150,000 150,000 195,784 0 児童名前札代、運動会賞品代、マナーアップポスター賞品代等

　　総合学習費 150,000 150,000 69,224 0 クラブ活動用品、図書、運動用具等購入代

1,250,000 1,250,000 864,638 0

　　式日費 300,000 300,000 281,066 0 入学式、卒業式、卒業記念品（卒業生のみ）等

　　美化費 600,000 600,000 531,827 0 植木代、衛生用品、運動場整備費等

　　研究奨励費 250,000 250,000 29,435 0 研究冊子、印刷製本費、資料代

　　諸謝金 100,000 100,000 22,310 0 講師謝金

15,000 15,000 1,400 0 会費の払い戻し金

121,582 305,015 0 -183,433 

3,682,582 3,866,015 2,722,210 -183,433

雑　　 収　　入

令和 ７年度　　　鳥栖北小ＰＴＡ会計予算書（案）

項　　　　　目

前年度繰越金

会　　　　　　費

　予　　　備　　　費

合　　　　　計

合　　　　　計

項　　　目

　運　　　営　　　費

　活　　　動　　　費

　教　育　振　興　費

　繰　り　出　し　金
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